
　

今
ま
で
任
意
接
種
と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
た
帯
状
疱
疹
の
予
防
接
種
が
、
令

和
７
年
４
月
よ
り
、
予
防
接
種
法
に
基

づ
く
定
期
予
防
接
種
に
位
置
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
人
に
勧
奨
は
が
き
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
接
種
を
希
望
す
る
場

合
は
、
接
種
券
付
き
予
診
票
の
発
行
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者
（
令
和
7
年
度
）

・
令
和
7
年
度
中
に
満
65
・
70
・
75
・

80
・
85
・
90
・
95
・
１
０
０
歳
以
上

と
な
る
人

・
令
和
７
年
度
中
に
満
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
人
で
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い

を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
人
（
そ
の
障
が
い
に
つ
い

て
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
を
有
す

る
、
ま
た
は
そ
の
障
が
い
の
程
度
が

１
級
と
同
程
度
と
証
明
で
き
る
人
）

※
い
ず
れ
も
任
意
接
種
が
終
了
し
て
い

る
人
（
生
ワ
ク
チ
ン
接
種
済
、
組
換

え
ワ
ク
チ
ン
２
回
接
種
済
）
を
除
き

ま
す
。
た
だ
し
、
医
師
が
接
種
を
必

要
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
接
種
期
間

４
月
１
日
（
火
）
〜

令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）

※
大
型
連
休
・
お
盆
・
年
末
年
始
な

ど
の
休
診
状
況
に
つ
い
て
は
、
各

協
力
医
療
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
接
種
券
付
き
予
診
票
の
発
行

接
種
に
は
、
接
種
券
付
き
予
診
票
が

必
要
で
す
。
窓
口
か
電
子
申
請
で
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
窓
　
口

保
健
医
療
課
、
鳥
取
東
保
健
セ
ン

タ
ー
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

※
必
要
書
類
：
勧
奨
は
が
き
、
申

請
者
の
本
人
確
認
書
類

・
電
子
申
請

本
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

■
接
種
医
療
機
関

鳥
取
県
東
部
の
協
力
医
療
機
関

※
要
予
約

■
医
療
機
関
に
持
参
す
る
も
の

接
種
券
付
き
予
診
票
、
自
己
負
担
金

※
接
種
券
付
き
予
診
票
は
、
申
請
に

よ
り
発
行

■
健
康
被
害
救
済
制
度

　

定
期
接
種
な
ど
に
よ
る
健
康
被
害

が
生
じ
た
場
合
は
、
健
康
被
害
救
済

制
度
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

本
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

帯状疱疹予防接種帯状疱疹予防接種
問い合わせ先　駅南庁舎保健医療課  問い合わせ先　駅南庁舎保健医療課    08570857--3030--86408640      08570857--2020--39623962

■接種費用（自己負担額）
ワクチン 接種回数 接種費用（自己負担額 ／1 回）

生ワクチン
⎛乾燥弱毒生水痘ワクチン⎞
 ⎝「ビケン」　　　　　　　⎠

1 回

①市民税課税世帯に属する人 2300 円
　（本人が市民税課税者である場合を含む）
②世帯員全員が市民税非課税の人※1 800 円
③生活保護世帯に属する人、中国残留邦人の人 無料

組換えワクチン
⎛乾燥組換え帯状疱疹ワクチン⎞
 ⎝「シングリックス」　　　　　⎠

2 回 ※2

①市民税課税世帯に属する人 6300 円
　（本人が市民税課税者である場合を含む。）
②世帯員全員が市民税非課税の人※１ 2100 円
③生活保護世帯に属する人、中国残留邦人の人 無料

※1： 世帯員全員が市民税非課税の人で、接種券に記載の自己負担金が 2300 円（6300 円）になっている
場合は、申請により、自己負担金を減額することができます。詳細は本市公式ウェブサイトをご覧
いただくか、保健医療課までお問い合わせください。

※2： 2 回目は、1 回目から 2 カ月以上の間隔を空け、かつ 6 カ月以内。ただし、2 回目を令和 8 年 3 月
31 日（令和 7 年度末）より後に接種をする場合、定期接種の対象外（任意接種）。
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